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１．検証の目的 

府立成人病センターについては、築後 45 年が経過し施設設備の老朽化・狭隘化が進み、

がん医療の高度化に対応できないことや、諸室配置などに機能上の問題が生じており、放

射線治療などにおいて多くの待機患者が発生するなど、患者にとって治療機会の逸失にも

つながりかねない状況である。また、施設の一部は耐震性能が丌足しており、この点から

も建替えは急務となっている。 

このため、大阪府においては、平成 21 年度に「府立成人病センター整備基本構想」を

策定し、大手前地区への移転整備を進めてきたが、本年 2 月府議会では、現地森之宮地区

において建替える案が議会から新たに示され、審議の結果、大手前地区での整備にかかる

予算が減額修正され、整備費が認められないことになった。 

このような経過から、改めて府立成人病センターの建替えについて検証するため、本会

議は本年６月に「府立成人病センター建替えの検証に関する専門家会議」として設置され、

病院建築、医療、患者・家族の視点から技術的かつ専門的な検証を行うこととした。 

なお、本会議の使命は、新たな成人病センターの立地場所を検討するにあたり、大手前

地区と森之宮地区のどちらが適当であるのかを客観的に検証するものであり、大手前地区

及び森之宮地区のまちづくりについては検証の対象外とした。 

（委員名簿）（敬称略・座長を除き五十音順） 

   座長 大坪  明（武庨川女子大学生活環境学部 教授）建築・都市デザイン 

      今村 洋二（関西医科大学附属枚方病院 病院長）移転建替えを経験 

     筧  淳夫（工学院大学建築学部 教授）医療施設の計画・設計 

     本田 孔士（大阪赤十字病院 名誉院長）現地建替えを経験 

     山口 育子（NPO ささえあい医療人権センターCOML 専務理事兼事務局長） 

           患者や家族の視点から医療問題に取組む 

 

２．専門家会議の議論の進め方 

  今回の検証にあたっては、府と病院機構が実施した民間建設会社へのアンケート調査を

参考にした。アンケート調査は、病院建設の実績が豊富で大規模病院の設計及び施工が可

能な民間建設会社６社を対象に、工事期間中の作業量等、振動・騒音の影響、追加で生じ

る建設費用、工事期間中に想定される課題やリスクなどについて回答を求めたものである。 

  また、会議の進行にあわせて必要となる資料の作成を、委員や事務局に対し依頼した。 

  さらに、第 3 回の専門家会議に先立ち、現地建替え案の提案者である自由民主党府議会

議員から、また、地元東成区、中央区の連合振興町会の代表者から座長が意見聴取を行っ

た。 

 

３．専門家会議の議論経過 

  専門家会議では３回にわたり会議を開催し議論を行った。会議は府指針に基づき全面公

開した。それぞれの回において検証、確認した事項の主なものは以下のとおりである。 

(第 1 回目) 平成２３年７月４日（月）於；大阪赤十字会館 

・成人病センターの建替えにかかるこれまでの経過 

  ・成人病センターの概要と整備の方向性 

  ・移転案と現地案の概要（平成 23 年２月議会時点） 

  ・民間建設会社のアンケート結果、交通アクセスの比較、アンケート結果を踏まえた整

備期間 

  ・成人病センターの整備費（筧委員作成指示） 

 (第 2 回目) 平成２３年７月１４日（木）於；大阪赤十字会館 

  ・府立成人病センター現地建替えに関する請願（請願者；東成区北中道連合振興町会 

23 年 2 月議会時において採択）、地元住民の意向について 

  ・第１回目の意見を踏まえ更なる議論（診療機能、療養環境、整備期間、事業費など） 

  ・筧委員資料として提出された現地建替えのボリューム検討について確認 

 (第３回目) 平成２３年７月２７日（水）於；エルおおさか 

  ・第１回、２回目の意見を踏まえ更なる議論（将来の拡張性、療養環境、地域住民の意

向など） 

  ・現地森之宮地区における将来拡張用地の確認 

  ・平成 20 年度における病院機構の現地建替えの３つの案について 

  ・立地場所に関する項目比較（まとめのたたき案） 

 

４．検証結果 

  第 3 回目において、意見の集約を行い専門家会議としてとりまとめた結論は以下のとお

りである。また、個々の比較検証の項目については別紙のとおりである。 

 

府立成人病センター建替えの検証に関する専門家会議 検証結果 
                     平成 23 年 8 月３日 

○大阪府民ががんで亡くなる現状（がんの年齢調整死亡率）をみると、全国ワーストレベル

にある。今や２人に１人ががんに罹患する状況のなかで、一人でも多くの府民に高度なが
ん医療を提供し、その命を守ることは、大阪府にとって重要な使命である。 

○その一方、がん医療を取り巻く技術革新は日進月歩であり、新たな治療法や診断法などの
研究開発は急速に進んできている。 

○こうしたなか、大阪府のがん治療やがん対策の中核的役割を担う府立成人病センターで
は、これまで多くのがん患者の治療において、優秀な成績を残してきたが、近年、施設設
備の老朽化、狭隘化が著しく、新たな機能拡充もままならない状況であり、耐震性能の確
保も急務となっている。また、放射線治療などにおいて多くの待機患者が発生し、診療機
会の逸失につながりかねない状況にあるなど、一日も早い診療機能の拡充整備が求められ
ている。 

○あわせて、成人病センターは、府域のみならず日本をリードするがん専門病院として、他

の病院では対応できない難治性がんを中心に高度ながん医療を提供するとともに、特定機
能病院として、がん治療の研究開発や専門医等の人材育成などの役割を担っており、さら
に機能を充実していく必要があるなど、早期の建替え整備は喫緊の課題となっている。 

○本会議では、以上のことを踏まえ、大阪府民全体の病院として、がん患者に対し一日でも
早く高度ながん医療を受けられる環境を整えていくことが重要であるとの認識のもと、患
者の療養環境にも配慮しつつ、確実に早期整備が図れる大手前地区での移転建替えに優位
性があるという結論に達した。 

○大阪府においては、本会議での検証結果を踏まえ、府民や地域住民の声を勘案しながら速
やかに立地場所を決定し、府民が全国に対して誇れる素晴らしい病院となるよう整備を進
められたい。 

参考資料④ 



- 2 - 
 

■各項目にかかる比較検証結果 

検証項目と検証の視点 大手前地区（移転建替え） 森之宮地区（現地建替え） 検証結果 

１．診療機能 
 

＜検証の視点＞ 

・必要な延床面積を確保できるか 

 

・病室配置など、整備基本構想に示された不条件を

満たすことができるか 

 

・設計の自由度が高いか（医療スタッフの意見を反

映させることができるか、患者やスタッフにとっ

て利便性の高い施設ができるか） 

 

 

○必要な延床面積 60,000 ㎡を確保することは可能（研

究所 5,000㎡を含めた 65,000 ㎡についても可能）。 

 

○効率的な諸室配置、低層階の面積確保など、成人病セ

ンターの考えを踏まえた建築プランとなっていること

を確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○更地に自由に建てられるため、制約が比較的少ない分、

設計の自由度が高い。 

 

 

○必要な延床面積 60,000 ㎡を確保することは可能。 

 

 

○自民党の現地建替え案では、具体的な建築計画が示さ

れていないため、不条件を満たすか否かは確認できな

いが、病棟のプロポーションを見る限りでは、不条件

（個室率 50％程度、1フロア 2 看護単位）を満たす

のは困難であるが、現在の公衛研など４施設の敷地を

最大限活用すれば、不条件を満たす病棟整備が可能で

あることを確認した。 

○しかしながら、その場合、建物が敷地いっぱいに広が

るため、周辺居住環境や療養環境への影響が懸念され

るほか、玄関周りやアプローチの確保が困難など、い

くつかの課題が残るが、西側マンションと病室との視

線の対向の問題については、設計上の工夫により一定

の解消が可能であることも確認した。＜筧委員検証＞ 

○なお、アプローチについては、西側道路からの仮設通

路を整備するか、現在の本館の機能を移転させて解体

し、そこにアプローチをつくることが必要であるが、

仮に、府警単身寮の用地を建設用地として活用するこ

とができれば、アプローチ整備の問題についても、一

定対応が可能であると考えられることが分かった。＜

筧委員・大坪座長検証＞ 

 

○実際に建設できる敷地の大きさや形状、周囲の状況か

ら、更地に建てるよりは自由度は低いが、設計上の工

夫の余地がある。 

 

 

 

 

■森之宮地区での建替えは、敷地の形状や周辺環境から

新病院の設計に制約が生じるが、設計上の工夫により

一定の改善は可能であることが確認できた。 

■一方、大手前地区については、周囲に利用未定の更地

が多いため、周辺状況から比較的制約を受けずに建築

計画が可能であり、工事中も周囲に対して特段の配慮

を要しない。 

■両案とも、ある程度の機能を備えた施設整備が可能で

あるが、大手前地区の方が設計の制約条件が比較的少

なく、特に、森之宮地区ではアプローチ整備に工夫を

要する点で大きく異なる。 

■なお、成人病センターのような高い機能を持った病院

を整備するためには、両案とも十分な広さの敷地面積

とはいえず、設計上の工夫も検討されたい。 

２．将来の機能拡張性 
 

＜検証の視点＞ 

・医療技術の進歩や病院機能の変化に対応できるよ

う、将来の増改築に必要な用地が担保されている

か 

 

 

 

 

○敷地面積 1.2ha 

 

 

○敷地面積は十分とはいえず、将来的なゆとりを制限し

ながら建てざるを得ない。 

○新病院の建設予定地周辺に医療関連施設のための土地

利用が予定されているが、成人病センター拡張用地と

して担保されているわけでない。 

○容積率を考慮すると延床面積としては 1４,000㎡程

度の余裕があり、技術的には難しいが、将来の新たな

機能拡張ができる可能性がないわけでない。 

 

 

○敷地面積 3.2ha（新病院の建設が可能な敷地は約 1.0 

ha 程度） 

 

○敷地面積は十分とはいえず、将来的なゆとりを制限し

ながら建てざるを得ない。 

○現病院の跡地は等価交換による提供も予定されてお

り、拡張用地がどのくらい確保できるか検証したとこ

ろ、等価交換を行うのであれば、容積率の関係から、

整備できる施設の延床面積はほとんどなく、増築の余

地は小さいことを確認した（ただし、同一敷地内の地

価の㎡単価は同じであると仮定した場合）。 

○将来の増改築に必要な用地を確保するためには、病院

用地を購入する必要がある。 

 

 

■新しい医療技術や機能変化に対応するため、建物の増

改築に必要な敷地が残っている方がよいが、森之宮（等

価交換を前提）、大手前の両地区においてはいずれも確

実な拡張用地が担保されているとは言えない。 

■ただし、森之宮地区において新病院用地を購入する場

合は十分な拡張用地を確保することは可能であるが、

その際は等価交換に比べて整備費が最大で 29億円ほ

ど増大することになる。 

■また、大手前地区に立地するのであれば、現計画地の

1.2ha だけでなく、将来の機能拡張のための用地の確

保や設計上の工夫をすることも検討すべき。 



- 3 - 
 

検証項目と検証の視点 大手前地区（移転建替え） 森之宮地区（現地建替え） 検証結果 

３．新病院の療養環境 
 

＜検証の視点＞ 

・騒音など、病院周辺の環境は良好か 

・病室の窓からの眺望はいいか 

・周辺マンションからの視線など、患者のプライバ

シーが確保できるか 

 

○周囲の現況は官庁街や公園であり、非常に静かである。 

 

 

 

 

 

 

 

○現時点では、近接するマンションはなく、病室からの

眺望は確保されており、大阪城公園が近くに見えるこ

とから、療養環境は優れているという意見が多かった。 

○しかし、実際には大手前地区の土地利用は確定してい

ないため、新病院の周囲に何が建つか分からず、病室

からの眺望は担保できない。 

 

 

○敷地北側に阪神高速、中央大通があり、交通量も多く

騒音や排気ガスの影響が懸念されるが、新病院は敷地

の南側に建設され、中央大通りから 1 街区ほど離れる

ため、影響は小さくなることが予想される。なお、阪

神高速は建物の 4～5階の高さにあり、その眺望への

影響については、病棟階からの眺望を遮るものではな

いと思われる。 

 

○病室からの眺望については、周辺に事務所ビル、民家

や集合住宅が並ぶ密集した市街地となっているが、東

側の病室からは生駒山の眺望は確保できる。 

 

 

 

 

○新病院と住居が近接するため、視線が対向するなど、

住民と患者のプライバシーが保たれるのか懸念される

が、病棟西面には病室の窓を配置しないなど、設計上

の工夫も可能であり、一定の解消はできる。 

 

 

 

■大手前地区の周囲の現況は官庁街や公園であり静かだ

が、将来の土地利用は未確定である。一方、森之宮地

区では、大手前と比べて道路交通量が多く、騒音や排

気ガスによる影響が懸念される。ただし、新病院は中

央大通から離れた敷地奥となるため、騒音の影響は一

定低減されると考えられる。 

 

 

■病室からの眺望は、療養環境を考えるにあたって重要

な要素であり、この点、大手前地区は、近接するマン

ションがなく、プライバシーが保たれ、眺望が良いこ

とから、療養環境の点では優れているという意見が多

かったが、眺望については周辺土地利用が未確定であ

るため将来においても担保される保証はない点は留意

が必要である。一方、森之宮地区においては、周辺は

密集した市街地であるが、病棟東側は良好な眺望が確

保されると考えられる。 

 

 

 

４．整備期間 
 

＜検証の視点＞ 

・早期建替えができるか 

・工期や整備期間が伸びるリスク要因はないか 

 

 

 

○民間建設会社のアンケート結果から整備期間を置き直

すと、平成 28 年度末の開院が見込める。 

 

 

 

 

○計画地は更地であり、周囲も官公庁ないしは空地が多

いため、工事上は大きな支障はないと考えられる。 

○建設会社のアンケート結果では、工期が伸びるリスク

要因として次の項目が指摘されている。 

・立体駐車場との工程調整ができない場合のロス 

・周辺住民の同意を得るための期間 

 

 

○民間建設会社のアンケート結果から整備期間を置き直

すと、開院時期は平成 29 年度末以降となり、さらに、

次の要因から整備期間が伸びるおそれがある。 

・公衛研等４つの施設の移転先の決定に要する期間 

・公衛研建設工事の発注準備期間 

 

○建設会社のアンケート結果では、工期が伸びるリスク

要因として次の項目が指摘されている。 

・西側道路の幅員が狭く工事用車両の乗入れに支障 

・土壌汚染が発見された場合の対策期間 

・試掘調査で埋蔵文化財が発見された場合の本格調査

に要する期間 

・周辺住民の同意を得るための期間 

・騒音や振動による診療機能への影響を避けるため、

診療を優先した場合の工期延長 

・工事時間や騒音振動対策、工事車両制限などの制限

による工事の遅れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■大阪府においては、がん年齢調整死亡率が全国でもワ

ーストレベルにある現状にあり、一日でも早く新しい

病院を建設し高度ながん医療を府民に提供する環境を

整備すべき。少なくとも１年以上開院が遅れることに

よる患者への影響を考慮すべき。 

・放射線治療は、現在でも相当の日数待ちとなってい

る状況であり、工期が伸びる分、患者の治療の機会

が失われないか懸念 

・工期が長くなれば、病院の経営に不える影響も大き

くなることに留意 

■現地建替え案は、先に公衆衛生研究所等を移転させる

ことが前提となるため、移転先の選定、入札等の期間

が必要であり、工事遅延の可能性がある。また、森之

宮地区における西側道路は、工事用車両の乗入れに支

障が生じることが懸念されるなど、工期が大手前に比

べてより長くなる可能性が高い。 

■両地区では、現在確認できるだけで整備期間に 1 年以

上の差があるが、森之宮地区では、整備期間がさらに

長期化するリスク要因が多く指摘されており、しかも

各要因の蓋然性は高いことから、整備期間が大手前に

比べさらに長くなる可能性が高い点に留意する必要が

ある。 



- 4 - 
 

検証項目と検証の視点 大手前地区（移転建替え） 森之宮地区（現地建替え） 検証結果 

５．整備費用 
 

＜検証の視点＞ 

・整備費用はどちらが多いか 

・整備費用が増嵩するリスク要因はないか 

・用地取得費を含めてどのように評価するのか 

 

 

○整備費用の試算額 約 324.5 ＋ α 億円 

 

＜工事費用 約 282.5 ＋ α 億円＞ 

・建設工事費 約 263億円（65,000㎡×40.5万）  

・杭工事 約 3.5億円                 

・公衛研移転費 約 16億円 

※工事費は、建築工法、既存設備の活用など 

により変動 

 

・立体駐車場整備費、地下通路整備費 

・外構工事費、設計費、現病院解体撤去費 等 

 

 

＜用地取得費 約 42億円＞ 

・新病院用地取得費 約 42億円 

※府と病院機構がそれぞれ 1/2を負担 

そのまま府の用地売却収入となる 

 

 

 

 

○建設会社のアンケート結果では、整備費が増嵩するリ

スク要因として次の項目が指摘されている。 

・埋蔵文化財の調査費用（敷地の一部） 

・丌発弾、土壌汚染発見時の対策費（ただし、周辺開

発事例や土地利用履歴から判断して可能性は低い） 

 

 

○整備費用の試算額 約 279 ＋ β 億円 

 

＜工事費用 約 273 ＋ β 億円＞ 

・建設工事費 約 243億円（60,000㎡×40.5万） 

・杭工事・資材置場 約 7億円 

・新公衛研建設工事費 約 23億円 

※工事費は、建築工法、既存設備の活用など 

により変動 

 

・外構工事費、設計費、現病院解体撤去費 等 

・駐車場整備費（丌足する約 120台分） 

・工期中の診療制限等に伴う減収 

 

＜用地取得費 約 6億円＞ 

・新公衛研用地取得費 約 6億円 

 ※府が全額負担し、そのまま府の売却収入 

となる 

・新病院用地取得費 なし 

※等価交換により取得とし費用は見込まず 

（拡張用地を確保する場合は別途発生） 

 

○建設会社のアンケート結果では、整備費が増嵩するリ

スク要因として次の項目が指摘されている。 

・埋蔵文化財の調査費用（ただし、周知の埋蔵文化財

包蔵地でない） 

・丌発弾、土壌汚染発見時の対策費 

 

 

 

 

 

 

■整備費用については、建築工法、既存設備の活用など

により変動するほか、診療機能低下に伴う減収など、

額が明確に出せない項目もあるが、現時点の試算では、

移転建替案に比べ現地建替案の方が少ない。その主な

要因は、センター研究所（約 20億円）や用地取得費

（約 42億円）にかかる費用などである。しかしなが

ら、整備コストに差があっても、より質の高く、使い

勝手のいい病院を早期に整備することを優先すべきと

いった意見があった。 

■また、建設や解体の工事中の診療制限による減収分に

ついては、試算は困難であるが、整備コストとして見

込むべきという意見があった。 

 

６．交通アクセス 
 

＜検証の視点＞ 

・所要時間が短いか 

・乗換えのしやすさ、分かりやすさ 

・バリアフリー整備ができているか 

 

 

○地下鉄 2路線、市バスによるアクセス 

○最寄駅からの所要時間 平均６分 

○最寄駅から計画地までは、雤に濡れずに計画地まで行

けるバリアフリーの地下通路を整備する予定。 

○府内主要地点からの所要時間 20～38 分 

○近隣府県からの所要時間 46～86 分 

 

 

 

 

 

 

 

○ＪＲ１路線、地下鉄２路線によるアクセス 

○最寄駅からの所要時間 平均４分 

○最寄駅から計画地までの経路はバリアフリー整備済

み。 

○府内主要地点からの所要時間 15～39 分 

○近隣府県からの所要時間 40～80 分 

 

 

■今回の府と病院機構の調査では、主要地点から両地区

までの所要時間は、森之宮地区の方が最大５～６分時

間が短いという結果であった。 

■トータルの所要時間から見ると、両地区の交通アクセ

スはそれ程大きな違いはない、という意見が多かった。 

 
 

約 

282.5 

億円 

α 

億円 
β 

億円 

約 

273 

億円 
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検証項目と検証の視点 大手前地区（移転建替え） 森之宮地区（現地建替え） 検証結果 

７．工事期間中の診療機能・療養環境及び周

辺居住環境への影響 
 

＜検証の視点＞ 

・工事により診療機能や療養環境に影響が生じな

いか 

・工事により周辺の居住環境に影響が生じないか 

 

 

○現病院とは別敷地での工事となるため、診療機能・療

養環境への影響は生じない。 

○周囲は官庁街で、住居も少ないため、周辺居住環境へ

の影響は少ない。 

 

 

 

○既存病院の直近で工事をすることで、振動・騒音によ

る診療行為や入院患者への影響が予測される。 

○周辺には住居が多く、生活道路を工事用車両の進入路

とするため、工事に伴う騒音や振動、車両通行による

周辺居住環境への影響が予測される。 

○建設会社のアンケートにおいても、診療機能・療養環

境、周辺居住環境への影響を指摘する回答が多く懸念

材料となる。 

・ＭＲＩ等の医療機器や診療行為への影響 

・患者の療養環境への影響 

・病院利用者の動線への影響 

・騒音、振動、粉じん等による居住環境への影響 

・工事用車両の通行に伴う渋滞の発生、安全対策 

○病院に隣接して工事を行う場合、工事中の騒音・振動、

粉じん等の患者への影響を防ぐとともに、さらに工事

の粉じんに起因する感染症への配慮が求められ、この

ため、二重窓や空調施設の整備などが必要になると考

えられる。 

 

 

 

 

 

 

■森之宮地区での建替えの場合、工事期間中の振動、騒

音により診療機能の低下や診療制限が起こるため、工

事期間中の病院側のダメージが大きいのではないかと

いう意見が多かった。 

■工事期間中の工事用車両の通行については、民間建設

会社のアンケートが指摘するように、周辺の居住環境、

来院者の動線確保に大きな影響を不えるため、十分な

配慮が必要であるとともに、工事遅延の要因となる可

能性が高いという意見が多くあった。 

８．地域住民の意向 
 

＜検証の視点＞ 

・地元住民の意向 

・特に工事等の影響を受ける近隣住民の意向 

 

 

○大手前地区の周辺住民からは、成人病センターの立地

に反対する声がある。 

・大手前は庁舎の問題が整理されていない。 

・府の土地利用計画によるにぎわいのまちづくりに病

院はふさわしくない。 

 

 

 

○森之宮地区の周辺住民からは、成人病センターの移転

に反対する声がある。 

・区のシンボル施設であり、また、ここ半世紀の間、

地域は病院と共に支え合ってきた。 

 

○病院周辺（西側および一部東側）には民家があり、建

設に対して反対が起こる可能性が大きい（特に西側マ

ンション）。 

 

 

■東成区の地元住民の立場に立てば、西日本一の病院が

あることを誇りに感じること、病院が無くなることで

地域経済に影響が生じることは理解できるが、病院の

立地場所の適地選択においては、成人病センターが府

民全体の病院であることを勘案して判断すべきであ

り、また、広く府民の意見も聞いてはどうか、との意

見があった。 

■また、特に森之宮地区においては、実際の建設にあた

っては隣接している住民からの反対も想定されるた

め、その点も十分考慮しておくべきという意見が多く

あった。 

 

 

 

 

 

 


